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① 事業計画の決定予定について 
 

 日頃は，天神川駅（仮称）周辺整備事業に御理解，御協力をいただき，誠にありがとうございます。

前号でもお知らせしましたが，太秦東部地区土地区画整理事業の事業計画につきましては，８月下旬

に決定される予定です。 

 事業計画が決定されますと，まず土地区画整理審議会委員の選挙や換地計画に取り掛かることにな

りますので，今号では所有権以外の未登記権利等の申告や，土地区画整理審議会委員の選挙などの項

目（下図参照）について，お知らせいたします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 所有権以外の未登記権利等の申告について 
 

 土地区画整理審議会委員の選挙や，換地計画の作

成等を行うためには，土地登記簿に基づいて，権利

者の確定等を行う必要があります。しかし，登記さ

れていない借地権等の権利を施行者（京都市）がす

べて把握することは不可能であるため，左記に該当

される方には申告していただく必要があります。な

お，該当すると思われる方々には拠点整備課の職員

が個別にお伺いして説明いたします。 
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所有権以外の未登記

権 利 等 の 申 告

事 業 計 画 の 決 定
平成１４年８月下旬

に 決 定 の 公 告 予 定 

申告書が受理されると区画整理事業においては登記

がある権利と同じ扱いになります。 

事業の設計の概要・資金計画などについて，国土交

通大臣の認可を経て事業計画を決定します。

審議会委員の選挙

委員の定数 １０名 

８名:権利者から選出 

２名:学識経験委員 

審議会は，権利者の意見反映のための機関として事

業施行の重要な事項について審議します。

申 出 換 地
事業計画決定の公告後

６０日以内に行う 

申出換地により，区画整理地区，再開発地区，地区

外転出の３つから移転先を選択できます。

・
・
・

②

③ 

④

測量・調査の実施
平成１４年５月から建

物調査，測量を実施 

地区内の現況等の測量，建物調査等を実施中。測量

は隣接者の立会いによって確認します。 
現在

 

・所有権以外の未登記権利を有し

ておられる方 

・宅地を共有又は共同で借地をし

ておられる方 
・相続登記をしておられない方 

申告が必要な方 

詳しくは次ページの見開き

を御覧ください。 



③ 申出換地制度について 

 申出換地制度とは，換地の位置を決める際に権利者の皆様方の希望を考慮して決定するもので，事

業計画決定の公告後，６０日以内に行います。 

 太秦東部地区では， 

Ａ 地区内に戸建住宅を建てて移転する。 

Ｂ 地区内の再開発ビルに移転する。 

Ｃ 地区外に転出する。 

 の３つのいずれかから選択できますので，ＢかＣを御希望の場合は申し出てください。なお，土地

は所有しているが地区内に住んでいない方についても，申し出ることができます。 

 申出換地の受付については拠点整備課で行います。 
 

④ 土地区画整理審議会委員の選挙を実施！ 

土地区画整理審議会（以下「審議会」という。）とは，太秦東部地区内に土地を所有されている方

（土地所有者）や借地権のある方（借地権者）の御意見などを事業に反映させるため，法律に基づい

て置かれるものです。 
 太秦東部地区の審議会の委員は，土地所有者や借地権者の中から選挙される委員８名と市長が選ぶ

学識経験委員２名の計１０名で構成され，任期は５年間です。 
 なお，土地所有者と借地権者の委員の数は，それぞれの権利者の総数の割合におおむね比例して，

太秦東部地区では土地所有者が６名で借地権者が２名となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上で今号のお知らせを終わります。今後とも，皆さんの御理解・御協力をいただきますよう，よ

ろしくお願いいたします。 

以下の方には，被選挙権がなく，

立候補者にもなれません。 
選挙人名簿に誤り等があ

れば，この期間内に異議を

申し出ることができます。 

ただし!!

土地区画整理審議会委員の選挙の流れ 

選 挙 期 日 の 公 告

選挙人名簿の縦覧開始

選挙人名簿の縦覧終了

立 候 補 の 受 付

選 挙 期 日

 
土地所有者と借地権者の氏名，住所，性別及び

生年月日を記載した名簿で，記載されている方

には選挙権及び被選挙権があります。 

選挙人名簿とは？？

○ 未成年者 

○ 成年被後見人又は被保佐人 

○ 禁錮
こ

以上の刑に処せられ，その執行を終えるまで，

または，その執行を受けることがなくなるまでの者

選挙人名簿

の確定 

選挙人名簿に記載されている方であれ

ば，立候補者になることができます。

９月上旬

頃の予定 



 

 
１． 借地権（建物所有を目的とする地上権又は賃借権）を登記していない場合 

申告は，原則として土地区画整理事業の開始から終了まで，京都市の方で受付を

しています。（ただし，土地区画整理審議会委員の選挙の時期や換地処分を行う時期

などは除きます。） 
＊申告に必要な書類 
○ 借地権申告書（所定の様式） 
○ 借地権申告書に署名した者の印を証する印鑑証明 
○ 借地権が宅地の一部を目的としている場合においては，その部分の位置を明ら

かにする見取図 
○ 京都市が指示するその他必要な書類（地代，賃料等の領収書など） 

２．地上権又は賃借権（建物所有を目的としないもの），地役権などを登記していない場

合についても借地権の場合とほぼ同じく受け付けます。 

申告してもらう権利と必要書類 

 

○ 代表者選任通知書（所定の様式） 
○ 共有者全員の印鑑証明 
○ 京都市が指示するその他必要な書類 
  （他の共有者に委任する場合は委任状など） 

代表者選任に必要な書類 

 

○ 相続届出書（所定の様式） 
○ 相続を証明する書類（除・戸籍謄抄本，遺産分割協議書など）

○ 相続人全員の印鑑証明 
○ 京都市が指示するその他必要な書類 

  （戸籍謄抄本と印鑑証明の住所とが一致しない場合に住民票抄

本又は戸籍の附票など） 

所有権以外の未登記権利等の申告 

相続登記をしておら

れない方について 
宅地を共有又は共同で借地

をしておられる方について 
所有権以外の未登記権利を

有しておられる方について 

具体的に申告してもらう権利は，借地権，地上権，賃借権，地役権，永小作権，一時使用

の賃借権，先取特権，質権，抵当権，留置権等です。（ただし，未登記のものに限ります。） 
施行地区内の宅地共有者，若しくは共同借地者

又は宅地の同一部分に２人以上の借地権者があ

る場合は，これらの権利者それぞれのうちから代

表者１人を選任し，その方の氏名及び住所を京都

市に届出をしてください（この届出を代表者選任

通知といいます）。なお，変更がある場合にも，

その手続が必要となります。 

相続に伴う所有権移転登記をまだしておられない方は，京都

市へ相続の届出をしてください。このとき，相続人が複数であ

れば，代表者選任通知も必要となります。この届出の目的は，

選挙人名簿の作成に当たり，相続人についての土地区画整理審

議会委員の選挙権及び被選挙権を確認するためであり，京都市

が相続登記をするものではありません。 

申告又は届出が必要な事項 

相続の届出に必要な書類 

建物登記をしていても，

借地権登記をしていな

ければ申告が必要です。 
これらの申告は，土地区画整理審議会委員の選挙にお

いて選挙人名簿の作成や，選挙権・被選挙権・投票権

等を確認するために必要なものです。 

・ 以上の申告のうち，複数に該当しておられる場合，同一人についての印鑑証明は１通だけで結構です。 
・ 権利申告等の期間については具体的に決まりしだい，次号以降でお知らせいたします。 
・ 以上の権利申告等に該当する方々には，拠点整備課の職員が個別にお伺いして説明いたします。 

申告・届出等に関し疑問点などがございま

したら，拠点整備課までお問合せください。 


